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別紙 

新型コロナウイルスワクチンの接種に係る業務例 

 

１ 総論 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン（以下「新型コロナウイルスワクチン」と

いう。）の接種に関し、各自治体における今後の業務の洗い出し、業務量の目安の参考と

なるよう、現時点で想定される業務内容について示すものであり、各自治体において具

体的に業務量を見積もり、人員体制を構築する際等に活用されたい。 

なお、接種の実施体制の詳細については、今後判明するワクチンの特性や供給量等に

基づき検討がなされることから、業務内容の詳細が変更される可能性もあることに留意

すること。 

また、必要物資の確保に当たっては、下記の業務を行うために必要な物資を想定して

準備を行うこと。 

 

２ 市町村において想定される業務 

（１）マネジメント・業務体制整備・関係機関との調整 

新型コロナウイルスワクチンの接種を行うための具体的な業務フローを想定した

上で、指示命令系統等を明確にし、必要な人員を確保して、全庁的な業務体制（情報

の共有体制を含む）の整備を図る。 

また、都道府県・近隣市町村との連携体制や、関係機関との連携体制の確立を図る。 

（２）接種実施医療機関等の取りまとめ・接種場所の確保 

市町村は、郡市区医師会等と連携し、接種対象者に対する円滑なワクチン接種の実

施に必要な医療機関等を確保するとともに、委託契約を締結するために当該医療機

関等に必要な周知を行う。（なお、委託契約については、集合契約方式とすることに

ついて検討中である。また、委託費用の統一的な設定について検討中である。） 

また、必要に応じて医療機関以外での接種の実施体制を確保する。その際、適切な

会場・予約体制を確保するとともに、医療関係団体や医療機関等の協力を得て、必要

な医療従事者や物資を確保する。 

ワクチンの保管にあたって超低温冷凍庫※等の特殊な物品が必要となる場合には、

設置医療機関等、接種会場の管理者、特殊な物品の製造者等と調整の上、当該物品を

設置するとともに、管理体制を整える。 

また、保管するワクチンの取扱い、国が用意するワクチン接種円滑化システム※等

について、医療従事者等への説明の機会を設ける。 

※ 必要な温度帯で保管でき、保管状況の記録が確認できる超低温冷凍庫を想定。

現時点で超低温冷凍庫を市町村の判断で確保する必要はなく、必要な対応は追

ってお示しする。 
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※国が用意するワクチン接種円滑化システムとは、新型コロナウイルスワクチン

の接種を実施するにあたり、ワクチン等の流通・関係者の調整を補助するシス

テムであり、詳細については、追ってお知らせする。 

（３）周知・広報 

接種実施医療機関等のリスト、接種が受けられる時期等について、広報誌やホーム

ページ等を活用して、住民に対して周知する。また、国、都道府県等と連携して、接

種順位等について、随時、住民に情報提供する（なお、接種順位については、国で統

一的な指針を示す見込みである。）。 

（４）個別通知（接種券の発行を含む）、予診票の配布 

接種の対象者又はその保護者に対して、接種に関する個別通知を行うとともに、接

種券を発行する。なお、その際、できる限り、予防接種を受ける期日又は期間及び場

所その他必要な事項を十分周知する。 

また、予診票について、医療機関等に設置するなど接種対象者に行き渡るようにす

る。 

（５）住民からの問い合わせ等への対応 

 ワクチン接種に関する住民からの問い合わせや相談に応じる。 

 （６）ワクチン分配数の登録 

ワクチン及びワクチン接種に必要な注射針・シリンジ（注射筒）等について、各市

町村の分配量の範囲内で、医療機関等別の分配数を決定し、ワクチン接種円滑化シス

テムに登録する。接種開始後は、ワクチン等の使用実績や接種実績も踏まえて、分配

数を決定する。 

（７）ワクチン接種記録の管理 

ワクチン接種記録の管理を行う。なお、接種記録の管理については、マイナンバー

による情報連携を接種開始と同時に開始することを想定しているものではないが、

記録の適切な管理及び市町村間での情報連携等に有効活用するため、定期接種と同

様、電子的な管理が可能な仕組みとすることが望ましい。 

（８）接種の進捗状況の把握 

個別通知の発出状況及び接種の実施状況等の進捗について、予防接種台帳システ

ム及びワクチン接種円滑化システムによる医療機関等からの報告等により把握し、

関係者等と共有するとともに、必要な対策の検討を行う。 

（９）接種費用の支払 

委託先医療機関等に対する接種費用の支払いを行う。なお、当該市町村（複数市町

村が連携して接種の実施体制を構築し、医療機関等に直接費用の支払を行う当該複

数市町村を含む）の管轄外にある医療機関等からの請求に対する支払いについては、

代行機関を通じて行うことを検討中である。 

（10）健康被害救済 
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予防接種法の定期接種の健康被害救済制度と同様に、申請受付、形式的な不備のチ

ェック、予防接種健康被害調査委員会による調査、給付事務を行う。 

 

３ 都道府県において想定される業務 

（１）マネジメント・業務体制整備・関係機関との調整 

新型コロナウイルスワクチンの接種を行うための具体的な業務フローを想定した

上で、指示命令系統等を明確にし、必要な人員を確保して、業務体制（情報の共有体

制を含む）の整備を図る。 

また、管内の市町村・近隣都道府県との連携体制や、関係機関との連携体制の確立

を図る。特に、市町村との窓口となる部署をあらかじめ決定し、管内の市町村に周知

しておくとともに、最新の連絡先を関係者と共有する。 

（２）ワクチン等の流通調整 

管内の医薬品卸売販売業者等と連携して、計画的で円滑なワクチン流通が可能と

なるよう体制を構築することとし、必要に応じて、都道府県を区分し、地域の物流を

担当する医薬品卸売販売業者（以下「地域担当卸」という。）を地域毎に１社選定す

る（具体的な体制や地域担当卸の選定方法については、別途、国から詳細を示すこと

を検討中である。）。 

また、ワクチン及びワクチン接種に必要な注射針・シリンジ（注射筒）等について、

各都道府県の分配量の範囲内で、市町村別の人口や接種順位上位者数等の概数、流行

状況等に応じて、市町村別の割当量を決定するとともに、接種順位の上位となる医療

従事者等への接種を実施する医療機関等への分配量も決定する。接種開始後は、ワク

チン等の使用実績や接種実績も踏まえて、割当量・配分量を決定する。 

なお、複数市町村が連携して接種の実施体制を構築する場合は、当該複数市町村を

１つの単位として分配量を決定しても差し支えない。 

また、決定した市町村別の分配量や、市町村が決定する医療機関等別の分配量につ

いては、国が用意するワクチン接種円滑化システム等により、関係者と共有すること

を予定している。 

（３）接種順位の上位となる医療従事者等への接種の実施体制の確保 

接種順位の上位となる医療従事者等に対する接種を行うに当たり、接種対象人数

の把握や、接種の実施体制の確保等に関する調整を行う。 

ワクチンの保管にあたって超低温冷蔵庫※等の特殊な物品が必要となる場合には、

設置医療機関等、接種会場の管理者、製造者等の関係者と調整の上、当該物品を設置

又は設置の補助を行うとともに、管理体制を整える。 

また、保管するワクチンの取扱い、国が用意するワクチン接種円滑化システム等に

ついて、医療従事者等への説明の機会を設ける。 

※ 必要な温度帯で保管でき、保管状況の記録が確認できる超低温冷凍庫を想定。 
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現時点で超低温冷凍庫を都道府県の判断で確保する必要はなく、必要な対応は

追ってお示しする。 

（４）専門的な問い合わせへの対応 

住民からの問い合わせや相談のうち、市町村において対応が困難な専門的なもの

や、ワクチンの流通等に関する医療機関等からの問い合わせ等に応じる。 

（５）周知・広報 

市町村と連携しながら、ホームページ、パンフレット、広報誌等の様々な広報媒体

を活用し、接種順位、接種費用、ワクチンの有効性・安全性に関する情報、相談窓口

の連絡先など、必要な情報を住民に周知する。 

 


